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弁
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送
付
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る
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衆
議
院
議
員
並
木
芳
雄
君
提
出
特
別
調
達
庁
関
係
の
事
務
促
進
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書 

本
件
に
関
し
て
は
、
先
に
第
七
回
国
会
に
お
い
て
、
昭
和
二
十
四
年
十
一
月
四
日
附
答
弁
書
を
も
つ
て
そ
の
大
要
を
答
弁

し
た
が
、
そ
の
詳
細
な
経
過
並
び
に
現
在
ま
で
の
進
行
状
態
は
次
の
通
り
で
あ
る
。 

特
別
調
達
庁
は
、
昨
年
六
月
二
十
三
日
同
庁
橫
田
出
張
所
長
か
ら
、
砂
川
村
水
害
対
策
委
員
会
の
陳
情
に
基
く
事
態
と
そ

の
対
策
に
関
し
詳
細
な
報
告
を
受
理
し
た
。 

特
別
調
達
庁
に
お
い
て
は
直
ち
に
現
地
調
査
の
上
、
計
画
に
着
手
し
、
昨
年
末
成
案
を
得
た
。 

本
年
一
月
十
三
日
東
京
都
関
係
者(

水
道
局
、
河
川
局
、
建
設
局
、
渉
外
部
、
北
多
摩
、
西
多
摩
両
地
方
事
務
所)

と
特
別
調

達
庁
と
の
第
一
回
協
議
会
を
開
催
し
、
成
案
を
検
討
し
た
が
、
東
京
都
側
か
ら
修
正
案
が
提
議
さ
れ
た
の
で
、
再
検
討
を
加

え
る
こ
と
に
決
し
た
。 

本
年
三
月
二
日
、
前
項
修
正
案
に
つ
き
第
二
回
協
議
会
を
開
催
の
上
、
成
案
を
決
定
し
た
。
そ
の
概
要
は
、
基
地
内
現
排

水
溜
桝
か
ら
多
摩
川
本
流
に
通
ず
る
延
長
二
、
八
八
〇
米
の
地
下
排
水
管
を
埋
設
す
る
こ
と
で
あ
つ
て
、
工
費
予
算
は
、
三 



前
項
決
定
案
を
五
月
十
九
日
、
日
本
政
府
案
と
し
て
関
係
方
面
に
提
示
す
る
と
と
も
に
、
こ
の
工
事
を
執
行
す
る
に
必
要

な
調
達
要
求
書
の
発
給
方
を
要
請
し
た
。 

九
、
九
五
四
、
〇
〇
〇
円
で
あ
る
。 

関
係
方
面
に
お
い
て
は
、
目
下
前
項
日
本
政
府
案
を
検
討
中
で
、
現
在
特
別
調
達
庁
は
本
案
に
つ
い
て
引
続
き
折
衝
中
で

あ
る
。 

な
お
、
砂
川
村
か
ら
は
農
作
物
そ
の
他
の
損
害
補
償
の
申
請
が
あ
り
、
東
京
特
別
調
達
局
よ
り
、
調
査
の
上
関
係
方
面
に

損
害
補
償
の
承
認
方
を
手
続
中
で
あ
る
。 

右
答
弁
す
る
。 

四 

 




